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   第 1章 総則 

 

（目 的） 

第１条 この要綱は、障害者及び障害児（以下「障害者等」という。）が基本的人権を享有する個

人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の福祉

の増進を図るとともに、障害の有無に関わらず区民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮ら

すことのできる地域社会の実現に寄与するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第７７条に規定する地域

生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（事業内容） 

第２条 台東区長（以下「区長」という。）は、主務大臣が定める地域生活支援事業実施要綱（平
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成１８年８月１日付障発第０８０１００２号）に基づき、次の各号に掲げる事業を行うものと

する。 

（１） 相談支援事業 

（２） 意思疎通支援事業 

（３） 日常生活用具給付等事業 

（４） 移動支援事業 

（５） 地域活動支援センター事業 

（６） 訪問入浴サービス事業 

（７） 障害者安心生活支援事業 

（８） 日中一時支援事業 

（９） 社会参加促進事業 

（１０） 自動車運転免許取得・改造費助成事業 

（１１） 重度障害者等就労支援事業 

２ 区長は、前項に掲げる事業の全部若しくは一部を適切な事業運営が確保できると認められる

社会福祉法人、特定非営利活動法人等に委託又は補助することで実施することができるものと

する。 

 

（略） 

 

第５章 移動支援事業 

 

（事業の実施） 

第３９条 区長は、屋外での移動が困難な障害者等に対し、円滑に外出することができるよう障

害者等の移動を支援する移動支援事業を実施する。 

（対象者） 

第４０条 移動支援事業の対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす台東区内に住所 

 を有する障害者（児）又は法第１９条第３項に規定する特定施設入所障害者で、就学児以上の

者とする。ただし、法に定める重度訪問介護、行動援護、同行援護又は重度障害者等包括支援

の支給決定を受けた者を除く。 

（１） 身体障害者手帳を所持する全身性障害者（児）で、外出時における移動に支援が必要

なもの 

（２） 知的障害者（児）で外出時における移動に支援が必要なもの 

（３） 精神障害者保健福祉手帳を所持する精神障害者で外出時における移動に支援が必要な 

  もの 

（４） グループホーム入居者等で、法による通院等介助が支給されない者で、通院に際し支

援が必要なもの 

（５） 身体障害者手帳を所持する視覚障害者（児）で、外出時における移動に支援が必要な

者であって、法に定める同行援護の支給決定を受けることができないもの 

（６） 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法第４条第１項の政令で

定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である者であって、外出時にお

ける移動に支援が必要なもの 

(７)  身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持する障害児で、保護者

又は家族の病気、出産、就労等により外出（次条第１項第３号に規定する外出に限る。）時

における移動に支援が必要な者 

２ 前項に規定するもののほか、自立を支援するために移動支援が必要と区長が特に認めるもの。 

（移動支援の内容） 
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第４１条 移動支援は、次に掲げる外出とする。 

（１） 社会生活上必要不可欠な外出 

（２） 余暇活動等社会参加のための外出 

(３) 区内の小学校及び中学校若しくは都内の特別支援学校及び都内高等学校への通学（送迎

バスを利用する場合は自宅からバス停までの往復）又は児童福祉法（昭和２２年法律第１

６４号）第６条の３第２項に規定する放課後児童健全育成事業等を利用するための外出 

 （４） 就労継続支援Ｂ型事業所への通所するための外出。ただし、作業能力を有し、かつ、

単身での通所が困難である者が通所する場合に限る。 

（５） その他区長が特に必要と認める外出 

２ 前項第３号に規定する外出の範囲は、原則として、自宅から学校までの往復、学校から放課

後児童健全育成事業等の実施施設までの移動又は放課後児童健全育成事業等の実施施設から自

宅までの移動とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、次に掲げる外出については、対象外とする。 

（１） 通勤、営業活動等の経済活動に係る外出 

（２） 政治活動又は宗教活動に係る外出 

（３） 通年かつ長期にわたる外出（学校（第１項第３号に規定する学校を除く。）・保育所・

通所施設（第 1項第４号に規定する事業所を除く。）・作業所等への送迎、宿泊を伴う外出） 

（４） 医療機関及び施設に入院中又は入所中の者の外出 

（５） 医療機関への入院及び通院（前条第１項第４号に該当する者は除く）並びに退院に係

る外出 

（６） 公序良俗に反する目的の外出など社会通念上適当でない外出 

（サービスを提供できる者） 

第４２条 移動支援のサービスを提供できる事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する

基準（平成１８年厚生労働省令第１７１号）の居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援

護の指定を受けた指定事業者及び基準該当事業者とする。 

２ サービスを提供できるヘルパーの要件は、次に掲げるとおりとし、障害別の要件については

別表３のとおりとする。 

（１） 指定居宅介護等の提供に当たる者として主務大臣が定めるもの（平成１８年厚生労働

省告示第５３８号）に規定する要件を満たしている者のうち、別表３に掲げる資格を持つ者 

（２） 台東区等が実施する「ガイドヘルパー研修」を修了した者 

（協 定） 

第４２条の２ 区長は、移動支援事業を実施するため、前条第１項に規定する事業者と移動支援

の提供に関する協定を締結するものとする。 

２ 区長は、前項の協定を締結した事業者（以下「移動支援事業者」という。）が前条第１項の指

定を取り消された場合は、その取消日をもって、前項の協定を解除する。 

（費 用） 

第４３条 移動支援に要する費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の算定

に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第５２３号）に規定する通院等介助に準じた額とす

る。 

２ 別表７－２に掲げるサービスにあっては、同表に掲げる区分ごとに加算額の欄に掲げる額を

前項の費用に加算する。 

（費用負担） 

第４４条 移動支援を利用する者は、移動支援に要する費用の額（前条第２項に掲げる費用を除

く。）の１０％に相当する額を負担するものとする。ただし、生活保護世帯又は区民税非課税世
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帯に属する者は無料とする。なお、利用者負担は、移動支援事業者からの請求により移動支援

事業者に直接納付するものとする。 

（利用者負担上限月額） 

第４５条 前条の規定にかかわらず、支給決定を受けた者(以下この章において「支給決定者」と

いう。）のうち、前条本文の規定により費用を負担する者の負担上限月額は３７，２００円とす

る。 

（申請等） 

第４６条 移動支援の支給を受けようとする者は、地域生活支援事業支給申請書（移動支援事業・

日中一時支援事業）（別記第１９号様式）により区長に申請するものとする。 

２ 区長は、前項の規定による申請があったときは、第４０条及び第４１条に定める要件に該当

するか否かを調査し、移動支援を支給することを決定したときは、地域生活支援事業支給決定

通知書兼利用者負担決定通知書（別記第２０号様式）及び地域生活支援事業受給者証（別記第  

２１号様式）により当該に係る障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。 

３ 区長は、第１項の申請を却下したときは、地域生活支援事業却下決定通知書（別記第２２号

様式）により当該申請に係る障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。 

（支給変更申請等） 

第４７条 移動支援の支給の変更を受けようとする者は、地域生活支援事業支給変更申請書（移

動支援事業・日中一時支援事業）（別記第２３号様式）により区長に申請するものとする。 

２ 区長は、前項の規定による申請があったときは、第４０条及び第４１条に定める要件に該当

するか否かを調査し、移動支援の支給を変更することを決定したときは、地域生活支援事業支

給変更決定通知書（別記第２４号様式）により当該申請に係る障害者又は障害児の保護者に通

知するものとする。 

（支払方法等） 

第４８条 支給決定者が、移動支援の提供を受けたときは、区長は、移動支援に要する費用の額

から利用者負担を除いた額を移動支援事業者に支払うものとする。ただし、区長が必要と認め

る場合は、対象者に直接支払うことができる。 

（費用の請求） 

第４９条 移動支援事業者は、移動支援を提供した翌月の１０日までに、移動支援・日中一時支

援請求書（別記第２６号様式）に受給者番号、請求コード、単位、算定回数、当月算定単位、

総費用額、利用者負担額、請求額、その他区長が必要とする事項を記載した明細書及び移動支

援実績記録票（別記第２７号様式）を添付して、区長に請求するものとする。 

２ 区長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは速

やかに移動支援事業者に支払うものとする。 

（不正利得の返還） 

第５０条 偽りその他不正な行為によって、移動支援の提供及びその費用の助成を受けた者があ

るときは、区長はその者から、移動支援の提供及びその費用の助成額に相当する金額の全部又

は一部を返還させるものとする。 

 

（略） 

 

第９章  日中一時支援事業 

 

（事業の実施） 

第８２条 区長は、障害者等を一時的に預かることにより、障害者等に日中活動の場を提供し、

見守り及び社会参加に適応するための日常的な訓練等を行う日中一時支援事業（以下この章に

おいて「日中一時」という。）を実施する。 
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（対象者） 

第８３条 この事業の対象者は、区内に居住する障害者等であって、次の各号のいずれかに該当

する者とする。 

（１） 身体障害者福祉法第１５条第４項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者 

（２） 療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号）に基づく療育手帳

の交付を受けている者 

（３） 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条第

２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

（事業の内容） 

第８４条 この事業の内容は次に掲げるとおりとする。 

 (１) 一般型 日中介護をする者がいない障害者等を一時的に受け入れ、活動の場を提供し、

見守り等の支援を行う。 

 (２) 放課後支援型 高校生の障害者等で、両親の就労等により放課後又は学校休業日に介護

する者がいないものに活動の場を提供し、見守り等の支援を行う。 

 (３) 医療的ケア支援型 高校生以上の障害者等で、日中介護をする者がいない医療的ケア（た

んの吸引又は経管栄養に限る。）が必要なものを一時的に受け入れ、見守りを中心とした支援

を行う。 

（提供事業者） 

第８４条の２ 日中一時を提供できる事業者（以下この章において「事業者」という。）は、法第

２９条第 1項の規定に基づく短期入所に係る指定障害福祉サービス事業者又は基準該当障害福

祉サービス事業者の指定を受けた事業者でなければならない。 

２ 区長は、日中一時を実施するため、事業者と日中一時の提供に関する協定を締結するものと

する。  

３ 区長は、前項の協定を締結した事業者が第１項の指定を取り消された場合は、その取消日をも

って、前項の協定を解除する。 

（支給の申請） 

第８５条 日中一時の支給を受けようとする者は、地域生活支援事業支給申請書（移動支援事業・

地域活動支援センター・日中一時支援事業）を区長に提出するものとする。 

（支給決定等） 

第８６条 区長は前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、日中一時を支

給することを決定したときは地域生活支援事業支給決定通知書兼利用者負担決定通知書及び地

域生活支援事業受給者証により、申請を却下したときは地域生活支援事業却下決定通知書によ

り、当該申請に係る障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。 

（支給決定の有効期間及び更新申請） 

第８７条 前条の決定の有効期間は、支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期

間と１年の範囲内で月を単位として区長が定める期間を合算した期間とする。ただし、支給決

定を行った日が月の初日である場合は、１年の範囲内で月を単位として区長が定める期間とす

る。 

２ 支給決定を受けた者（以下この章において「支給決定者」という。）が支給期間満了後も引き

続き支給を受けようとするときは、支給決定の有効期間内に第８５条に規定する申請を行わな

ければならない。 

（利用の方法） 

第８８条 支給決定者が日中一時を利用しようとするときは、地域生活支援事業受給者証を提示

し、事業者に直接依頼するものとする。 

（支給量） 

第８９条 日中一時の支給量は、次に掲げるとおりとする。ただし、介護者の疾病など、区長が



 ６ 

必要と認めるときはその状況等を個別に勘案し、支給量を変更することができる。 

 (１)第８４条第１項第１号及び３号に該当する者     １月あたり７回 

 (２)第８４条第１項第２号に該当する者         必要回数ただし、当月の日数内 

（支給変更申請等） 

第８９条の２ 前条ただし書の規定により日中一時の支給の変更を受けようとする者は、地域生

活支援事業支給変更申請書（移動支援事業・日中一時支援事業）により区長に申請するものと

する。 

２ 区長は、前条ただし書の規定により支給を変更することを決定したときは、地域生活支援事

業支給変更決定通知書により当該申請に係る障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。 

（費用及び費用負担） 

第９０条 日中一時に要する費用の額は、別表１１に定める額とする。 

（費用負担） 

第９１条 日中一時を利用する者は、別表１１に規定する利用者負担額及び食事料等の費用を負

担するものとする。ただし、生活保護世帯又は区民税非課税世帯に属する者の利用者負担は無

料とする。 

２ 日中一時支援を利用した者は利用者負担額について、日中一時支援事業者からの請求により

日中一時支援事業者に直接納付するものとする。 

第９２条 削除 

（支払方法等） 

第９３条 支給決定者が、日中一時を利用したときは、区長は、日中一時に要する費用の額から

利用者負担額を除いた額を日中一時支援事業者に支払うものとする。ただし、区長が必要と認

める場合は、当該支給決定者に直接支払うことができる。 

（費用の請求） 

第９４条 前条本文に規定する場合において、日中一時支援事業者は、日中一時を提供した翌月

の１０日までに、移動支援・日中一時支援請求書（別記第２６号様式）に、受給者番号、受給

者氏名、事業名、契約日数、利用者負担の有無、利用者負担上限額、上限管理事業所名、サー

ビス提供年月日、サービス提供時間、算定時間数その他区長が必要とする事項を記載し、利用

者の確認をとった書類の写し及び受給者番号、受給者氏名、事業所名、サービス提供年月、受

給者ごとの総費用額、利用者負担額及び区への請求額を記載した書類を添付して、区長に請求

するものとする。 

２ 区長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは速

やかに日中一時支援事業者に支払うものとする。 

３ 削除 

（不正利得の返還） 

第９５条 偽りその他不正な行為によって、日中一時の提供及びその費用の助成を受けた者があ

るときは、区長はその者から、日中一時の提供及びその費用の助成額に相当する金額の全部ま

たは一部を返還させるものとする。 

 

（略） 

 

第１３章 雑 則 

 

（変更の届出） 

第１４３条 第４６条第２項、第６９条第 1項、第８６条又は第１３７条第２項の決定を受けた

利用者及びその家族等は、事業の実施に関する指示に従うとともに、次の各号のいずれかに該

当するときは、地域生活支援事業届出内容変更・利用辞退届（別記第６４号様式）により、区
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長に届け出なければならない。 

(１) 事業の利用を辞退するとき。 

(２) 住所又は氏名を変更したとき。 

(３) 転出又は死亡したとき。 

(４) 入院又は入所したとき。 

(５) 地域生活支援事業を利用する者（以下この章において「利用者」という。）の心身状況に

大きな変化があったとき。 

(６) その他事業を受けることが困難となったとき。 

（決定の取消し） 

第１４４条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第４６条第２項、第６９

条第 1項、第８６条又は第１３７条第２項の規定による利用決定を取り消すことができる。 

(１) 第４０条、第５４条、第６６条、第８３条又は第１２８条に規定する対象でなくなった

とき。 

(２) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。 

(３) その他区長が利用を不適当と認めたとき。 

２ 区長は、前項の規定による取消しを行うときは、地域生活支援事業支給決定取消通知書（別

記第６５号様式）により利用者又はその家族等に通知するものとする。 

（費用負担の減免） 

第１４５条 区長は、災害その他特別な事情があると認めたときは、第２条第１項各号に掲げる

事業のうち費用負担の生じる事業についてその費用負担を減額し、又は免除することができる

ものとする。 

２ 前項の規定による費用負担額の減免を受けようとする者は、地域生活支援事業費用負担減免

申請書（別記第６６号様式）を区長に提出するものとする。 

３ 区長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、減額又は免除の可否を決定し、

地域生活支援事業費用負担減免決定（却下）通知書（別記第６７号様式）により、当該申請者

に通知するものとする。 

（補 則） 

第１４６条 この要綱に定めるもののほか、地域生活支援事業の実施に関し必要な事項は、区長

が別に定める。 

 

 付 則 

１ この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。 

２ 平成１８年１０月から平成１９年３月分までの旧要綱第２５条第 1項のストマ用装具の給付

にかかる費用負担については、東京都台東区身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則

（平成１８年９月２９日台東区規則第６６号）による改正前の東京都台東区身体障害者福祉法

施行細則（昭和 40年 3月台東区規則第 8号）第１２条第１項の規定を適用する。 

 付 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成１９年７月１日から施行する。 

   付 則 

この要綱は、平成１９年１０月１日から施行する。 

  付 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

  付 則 

 この要綱は、平成２０年９月１日から施行する。 
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付 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行し、同日以後に利用する地域生活支援事業について

適用する。 

  付 則 

この要綱は、平成２１年４月１５日から施行し、平成２１年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２２年９月１日から施行する。 

  付 則 

この要綱は、平成２３年２月１５日から施行し、平成２３年４月１日から適用する。 

付 則 

 この要綱は、平成２３年７月１日より施行する。 

付 則 

 この要綱は、平成２３年１０月１日より施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２４年４月１日より施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２４年７月１日より施行する。 

  付 則 

この要綱は、平成２５年４月１日より施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２６年４月１日より施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２７年４月１日より施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２７年７月１日より施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２８年１月１日より施行する。 

  付 則 

この要綱は、平成２９年４月１日より施行する。 

  付 則 

この要綱は、平成３０年４月１日より施行する。 

  付 則 

この要綱は、平成３１年１月１日より施行する。 

  付 則 

この要綱は、平成３１年４月１５日より施行する。 

  付 則 

この要綱は、令和元年１０月１日より施行する。 

  付 則 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日前に改正前の台東区障害者地域生活支援事業実施要綱（以下「旧要綱」

という。）の規定に基づき、現に福祉電話の貸与の決定を受けている者については、旧要綱第２

２条の３、第２５条及び第２６条の３から第２６条の６までの規定並びに別表１の４３の項の

規定並びに第１０号様式から第１０号の３様式まで及び第１０号の５様式は、この要綱の施行
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後も、なおその効力を有する。 

付 則 

この要綱は、令和３年４月１日より施行する。 

付 則 

この要綱は、令和４年１月１日より施行する。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行日前に改正前の台東区障害者地域生活支援事業実施要綱別表１の規定に基づ

いて情報支援機器（ソフト）の給付決定を受けた者に係る当該情報支援機器（ソフト）の耐用

年数については、改正後の台東区障害者地域生活支援事業実施要綱別表１の規定を適用する。 

付 則 

この要綱は、令和５年７月１日から施行する。 

付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の台東区障害者地域生活支援事業実施要綱第５章第２節の規定は、令和５年９月分ま

での通学支援事業については、なおその効力を有する。 

   付 則 

 この要綱は、令和５年１０月１０日から施行し、同年７月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、令和６年４月１日より施行する。 

 

（略） 
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別表３(第４２条関係) 

移動支援に従事できるヘルパーの資格（サービス別）  

  

資格・研修体系 

  
視覚障害者 

移動介護 

全身性障害

者移動介護 

知的障害者

移動介護 

精神障害者

移動介護 

難病患者等

対象者移動

介護   
  

介護福祉士   ○ ○ ○ ○ ○ 

介護職員初任者研修修了者  ○ ○ ○ ○ ○ 

居宅介護従事者養成研修修了者  1級 ○ ○ ○ ○ ○ 

  
2級 ○ ○ ○ ○ ○ 

   
3級 ○ ○ ○ ○ ○ 

居宅介護職員初任者研修修了者 ○ ○ ○ ○ ○ 

障害者居宅介護従業者基礎研修修了者 ○ ○ ○ ○ ○ 

１
８
年
９
月
以
前
に
修
了

し
た
も
の
又
は
み
な
し
証

明
書
取
得
者 

視覚障害者移動介護従事者養成研修修了者 ○ × × × × 

知的障害者移動介護従事者養成研修修了者 × × ○ × × 

日常生活支援従事者養成研修修了者  × ○ × × ○ 

全身性障害者移動介護従事者養成研修修了者 × ○ × × ○ 

行動援護従事者養成研修修了者 × × ○ ○ × 

重度訪問介護従事者養成研修修了者 × ○ × × ○ 

同行援護従事者養成研修修了者  ○ × × × × 

18 年 10 月以降に

台東区等が実施し

ている研修 

視覚障害者移動介護従事者研修修了者 ○ × × × × 

知的障害者移動介護従事者研修修了者  × × ○ × × 

 

（略） 

 

別表７－２（第４３条関係） 

サービス内容 加算額 

種別 時間 

身体介護なし 深夜 ０．５ 300円 

身体介護なし 深夜以外 ０．５ 400円 

 

 

別表８ （第５０条の８関係） 削除 

別表８－２ （第５０条の８関係）削除 
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（略） 

 

別表１１（第９０条関係） 

一般型 

利用時間 支給額 利用者負担額 

４時間以内 １，６７０円 １６０円 

４時間を越えて８時間以内 ３，３４０円 ３３０円 

８時間を越えて１２時間以内 ５，０１０円 ５００円 

１２時間を越える利用 ６，６８０円 ６６０円 

 

放課後支援型、医療的ケア支援型及び放課後支援型、医療的ケア支援型を併設する一般型 

利用時間 支給額 利用者負担額 

４時間以内 ４，５９０円 ４５０円 

４時間を越えて８時間以内 ９，１６０円 ９００円 

医療的ケア加算 ４，５９０円 ０円 

送迎加算 １，６００円／回 ０円 

 

ただし、区民税非課税世帯及び生活保護世帯に属する者の利用者負担については無料とする。 
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別表１２（第１３４条関係） 

 

費用の種類 単位数 単価 

重度訪問介護に相当

する就労支援費 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律に基づく指定障害福祉サー

ビス等及び基準該当障害福祉サービスに要す

る費用の額の算定に関する基準（平成１８年

厚生労働省告示第５２３号。以下「報酬告示」

という。）別表に規定する介護給付費等単位数

表第２の１のイに規定する重度訪問介護サー

ビス費の単位 

厚生労働大臣が定める一単

位の単価（平成１８年厚生労

働省告示第５３９号）に定め

る一単位の単価 

同行援護に相当する

就労支援費 

報酬告示別表に規定する介護給付費等単位数

表第３の１に規定する同行援護サービス費の

単位 

行動援護に相当する

就労支援費 

報酬告示別表に規定する介護給付費等単位数

表第４の１に規定する行動援護サービス費の

単位 

支援計画書作成支援

費 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律に基づく指定計画相談支援

に要する費用の額の算定に関する基準（平成

２４年厚生労働省告示第１２５号）別表１の

イ（５）に規定するサービス利用支援費(Ⅰ)の

単位 

 


